
相談支援事業について

事業所名
相談支援センター

さくら
相談支援事業所
「中山の園」

相談支援事業所
「みたけ」

相談支援事業所
「しょうふう」

相談支援事業所
「ひこうせん」

相談支援事業所
「まつやま」

相談支援事業所
「たばしね」

相談支援事業所
「らいふ」

指定事業種類
　特定相談支援事業
　障害児相談支援事業
　一般相談支援事業

　特定相談支援事業
　障害児相談支援事業
　一般相談支援事業

　特定相談支援事業
　障害児相談支援事業
　一般相談支援事業

　特定相談支援事業
　障害児相談支援事業
　一般相談支援事業

　特定相談支援事業
　障害児相談支援事業
　一般相談支援事業

　特定相談支援事業
　障害児相談支援事業

　特定相談支援事業
　障害児相談支援事業
　一般相談支援事業

　特定相談支援事業
　障害児相談支援事業

行動障害
支援体制加算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

要医療児者
支援体制加算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

精神障害者
支援体制加算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高次脳機能障害
支援体制加算 ○ ○ ○ ○ ○

事業所住所
 北上市本通り2丁目1-10
 サポートセンターさくら

二戸郡一戸町中山字軽井沢
139-1

滝沢市穴口203-4
　花巻市石鳥谷町中寺林
　7-46-3

　岩手郡岩手町大字五日市
　9-51-8

宮古市松山第8地割19-1 奥州市前沢字田畠18-5 盛岡市手代森６地割10-6

電話番号 ０１９７-６３-２０３９ 0195-35-2566 019-601-2706 0198-45-3016 0195-62-3056 0193-62-7921 0197-56-2160 019-613-9721

岩手県社会福祉事業団　各相談支援事業の新規加算体制に係る研修修了状況

　　障がいに関することや暮らしのことで困っていることなどを気軽に相談することができます。

　　また、精神障害関係従事者養成研修、強度行動障害支援者養成研修、高次脳機能障害支援者養成研修、並びに医療的ケア児等コーディネーター養成研修を受講した相談員が

　専門的に対応いたします。

（令和８年１月時点）


